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安来市

◆ヒアリングを踏まえた総合評価

◎債務償還能力について

【分析方法】

債務償還能力は、債務償還可能年数及び債務償還可能年数を構成する実質債務月収倍率と行

政経常収支率を利用して、フロー面（償還原資の獲得状況）とストック面（償還すべき債務の水準）の

両面から分析したものである。

【結論】

留意すべき状況にはないと考えられる。

【理由】

○フロー面（償還原資の獲得状況）

① 行政経常収支率（※1）：平成 25 年度 21.2％

・診断基準である 10.0％を上回っていることから、問題はないと考えられる。

・合併特例加算措置や交付税措置の大きい地方債を優先的に活用したことにより普通交付税が手

厚く配分されていることや、個人市民税及び固定資産税を中心に地方税が比較的安定していること

から、行政経常収入は一定水準を確保している。一方、定員適正化計画の実施により人件費削減

を図っているものの、高齢化の進行による扶助費の増大等に伴い、行政経常支出は増加しており、

債務償還原資となる行政経常収支は減少傾向にあるが、行政経常収支率は診断基準を大きく上

回る高い水準にある。

○ストック面（償還すべき債務の水準）

② 実質債務月収倍率（※2）：平成 25 年度 13.7 月

・診断基準である 18.0 月を下回っていることから、問題はないと考えられる。

・合併以降、実質公債費比率の抑制に向けた繰上償還の実施により債務の圧縮に取り組んできた

が、近年の大規模事業に伴う合併特例債、過疎対策事業債等の起債により地方債現在高は増加

している。一方、上記①のとおり、高い水準にある行政経常収支率を背景に、財政調整基金、市有

財産整備基金等へ積立てを行った結果、実質債務は減少傾向にあり、実質債務月収倍率も低下

傾向にある。

○フロー面＋ストック面

③ 債務償還可能年数（※3）：平成 25 年度 5.4 年

・診断基準である 15.0 年を下回っていることから、問題はないと考えられる。

・上記②のとおり、実質債務は減少傾向にある。また、上記①のとおり、安定した行政経常収支を

確保していることから、債務償還可能年数は診断基準を大きく下回っている。

以上のことから、フロー面及びストック面において、債務償還能力は留意すべき状況にはないと考え

られる。
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安来市

◎資金繰り状況について

【分析方法】

資金繰り状況は、積立金等月収倍率と行政経常収支率を利用して、フロー面（経常的な資金繰りの

余裕度）及びストック面（資金繰り余力の水準）の両面から分析したものである。

【結論】

留意すべき状況にはないと考えられる。

【理由】

○フロー面（経常的な資金繰りの余裕度）

① 行政経常収支率：平成 25 年度 21.2％

・「◎債務償還能力について」①のとおり、診断基準である 10.0％を上回っていることから、問題は

ないと考えられる。

〇ストック面（資金繰り余力の水準）

② 積立金等月収倍率（※4）：平成 25 年度 5.6 月

・診断基準である 3.0 月を上回っていることから、問題はないと考えられる。

・積立金等残高は、合併特例加算措置の段階的縮減に備え、平成 23 年度以降、財政調整基金や

減債基金を積極的に積立てているほか、市有財産整備基金、地域振興基金等への積立を増加させ

ていることから平成 21 年度の 2 倍となっている。

以上のことから、フロー面及びストック面において、資金繰り状況は留意すべき状況にはないと考

えられる。
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安来市
【指標の説明】

※1 行政経常収支率＝行政経常収支÷行政経常収入

・収入からどの程度の償還原資が生み出されているかを見るもの（家計に例えるとローンの返済に回せるお

金はどのくらいか）

・行政経常収支＝行政経常収入〔地方税、地方交付税等〕－行政経常支出〔人件費、扶助費等〕

※2 実質債務月収倍率＝実質債務÷（行政経常収入÷12）

・１月当たりの収入の何倍の債務があるかを見るもの（家計に例えるとローンが給与の何倍か）

・実質債務＝地方債現在高＋有利子負債相当額－積立金等残高

※3 債務償還可能年数＝実質債務÷行政経常収支

・１年間で生み出される償還原資の何倍の債務を抱えているかを見るもの（家計に例えるとローンを返済する

のに何年かかるか）

※4 積立金等月収倍率＝積立金等残高÷（行政経常収入÷12）

・１月当たりの収入の何倍の積立金があるかを見るもの（家計に例えると預貯金が給与の何倍か）

・積立金等残高＝現金預金＋その他特定目的基金

【計数補正】

債務償還能力及び資金繰り状況について、以下の通り計数補正を行っている。

○補正科目

①国（県）支出金等：

平成 20 年度 557 百万円、平成 21 年度 124 百万円減額補正（行政特別収入を同額増額補正）

補助費等：

平成 20 年度 557 百万円、平成 21 年度 124 百万円減額補正（行政特別支出を同額増額補正）

（補正理由）

一過性の定額給付金に係る収入および支出（国（県）支出金等：平成20年度557百万円、21年度124百万円、

補助費等：平成 20 年度 557 百万円、21 年度 124 百万円）が計上されているため。

②補助費等

平成 25年度 94百万円減額補正（行政特別支出を同額増額補正）

（補正理由）

一過性の開発公社損失補てんに係る支出（補助費等：平成 25年度 94百万円）が計上されているため。

○財務指標（補正前→補正後）

・債務償還可能年数（平成 21 年度：6.1 年→6.1 年、平成 25年度：5.5 年→5.4 年）

・実質債務月収倍率（平成 21 年度：17.5 月→17.7 月、平成 25 年度：13.7 月→13.7 月）

・積立金等月収倍率（平成 21 年度：2.8 月→2.8 月、平成 25年度：5.6 月→5.6 月）

・行政経常収支率（平成 21年度：23.9％→24.1％、平成 25年度：20.7％→21.2％）
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安来市

◎財務の健全性等に関する事項

＜収支計画から把握した今後の見通し＞

○収支計画策定の有無及び計画名

収支計画名：安来市中期財政計画

策定年度：平成 25年度

計画期間：平成 26年度～30 年度

本収支計画は、限られた財源の中、「持続可能な財政運営」を基本方針とし、財政運営の健全

化を確保することを目標として策定されている。

具体的には以下のとおり。

【共通】

・平成 24 年度決算及び平成 25 年度普通交付税の決定額をベースに、平成 25 年 10 月現在の

制度が存続するものとして試算。

・平成 25 年 10 月現在の市民サービスを原則維持していくものとして試算。

・消費税率については、8％及び 10％への引上げを見込んでいる。

【歳入】

・地方税は、少子高齢化に伴う労働人口の減少による個人市民税の減少、固定資産の評価替

えによる固定資産税の減少を見込んでいる。

・地方交付税は、普通交付税の合併特例加算措置の段階的縮減の開始（平成 27 年度）によ

る減少を見込んでいる。

【歳出】

・人件費は、引き続き抑制をするものとして見込んでいる。

・投資的経費は、平成 30 年度以降は、事業費 14 億円、地方債 6～7億円、一般財源 2 億円

程度を上限としている。

・繰出金は、高齢化の進行により保険 3 特会（国民健康保険特別会計・後期高齢者医療特別

会計・介護保険特別会計）への増加を見込んでいる。

下水道事業会計への繰出金は、平成 29 年に料金を 15％増とする改定を見込んでいる。

〇収支計画からみた平成 26 年度の見込み

債務償還能力は、行政経常収支率が 16.2％、実質債務月収倍率が 14.7 月、債務償還可能年

数が 7.5 年となり、引き続き、問題はないものと見込まれる。

資金繰り状況は、行政経常収支率が 16.2％、積立金等月収倍率が 6.1 月となり、引き続き、

問題はないものと見込まれる。
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安来市
○今後の見通し

（1）債務償還能力について

【結論】

留意すべき状況にはないと考えられる。

【理由】

〇フロー面

① 行政経常収支率：低下する見通し

【平成 25 年度 21.2％ → 平成 30 年度 11.9％（▲9.3 ポイント）】

・診断基準である 10.0％を上回る見通しであることから、問題はないと考えられる。

・地方交付税が平成 27年度以降の合併特例加算措置の段階的縮減により減少し、地方税も少

子高齢化に伴う労働人口の減少や固定資産の評価替により減少する見込みであることから、行

政経常収入は減少する見通しである。一方、引き続き人件費等の削減に取り組むものの、社会

保障関連費の増大に伴い保険事業特別会計への繰出金が今後も増加が続く見込みであること

から、行政経常支出の増加は避けられず、債務償還原資となる行政経常収支は大幅に減少する

が、行政経常収支率は、診断基準を上回る見通しである。

〇ストック面

② 実質債務月収倍率：増加する見通し

【平成 25 年度 13.7 月 → 平成 30 年度 17.8 月（＋4.1 月）】

・診断基準である 18.0 月を下回る見通しであることから、問題はないと考えられる。

・平成 25 年度の 3大建設事業（庁舎建設・市民会館改修・給食センター建設）の実施に伴う

起債により、地方債現在高が大幅に増加するとともに、事業の財源としてその他特定目的基金

を取崩すこと、並びに平成 27 年度以降の財源不足に対応するため財政調整基金等を取り崩す

ことから、積立金等残高は減少し、実質債務は増加する見通しである。

・一方、上記①のとおり、行政経常収入は減少する見通しであることから、実質債務月収倍率

は増加するものの、診断基準を下回る見通しである。

〇フロー面＋ストック面

③ 債務償還可能年数：長期化する見通し

【平成 25 年度 5.4 年 → 平成 30 年度 12.4 年（＋7.0 年）】

・診断基準である 15.0 年を下回る見通しであることから、問題はないと考えられる。

・上記①のとおり、行政経常収支が減少する見通しであること、並びに上記②のとおり、実質

債務が増加する見込みであることから、債務償還可能年数は長期化するものの、診断基準を下

回る見通しである。

以上のことから、フロー面及びストック面において、債務償還能力は留意すべき状況にはな

いと考えられる。
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安来市
（2）資金繰り状況について

【結論】

留意すべき状況にないと考えられる。

【理由】

〇フロー面

① 行政経常収支率：低下する見通し

【平成 25 年度 21.2％ → 平成 30 年度 11.9％（▲9.3 ポイント）】

・上記（1）①のとおり、 行政経常収支率の低下が大きいものの、診断基準である 10.0％を上

回る見通しであることから、問題はないと考えられる。

〇ストック面

② 積立金等月収倍率：横ばいである見通し

【平成 25 年度 5.6 月 → 平成 30 年度 5.6 月（±0 月）】

・引き続き診断基準である 3.0 月を上回る見通しであることから、問題はないと考えられる。

・上記（1）②のとおり、その他特定目的基金並びに財政調整基金等の取崩しにより積立金等

残高は減少する見通しであるものの、上記（1）①のとおり、行政経常収入も減少することか

ら、積立金等月収倍率は横ばいで推移する見通しである。

以上のことから、フロー面及びストック面において、資金繰り状況は留意すべき状況にはな

いと考えられる。

【参考】

○将来推計人口(出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(平成 25

年 3 月推計))

2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2010 年を 100 としたと

きの 2040 年の指数

安来市（人） 41,836 39,771 37,706 35,504 33,275 31,096 28,933 69.2

島根県（人） 717,397 687,105 655,482 621,882 588,227 554,624 520,658 72.6

全国（千人） 128,057 126,597 124,100 120,659 116,618 112,124 107,276 83.8

○住民一人当たりの状況（平成 26 年 1月 1日現在の住民基本台帳人口 41,213 人で除したもの。ただ

し、島根県内及び全国の金額は平成 24 年度の状況である。）

行政経常収支 ： 99 千円 （島根県内 82 千円、全国 39 千円）

実質債務 ： 538 千円 （島根県内 720 千円、全国 338 千円）

積立金等残高 ： 219 千円 （島根県内 146 千円、全国 114 千円）
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